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愛知県多文化共生シンボルマーク

●期  間：2025年11月24日（月・振替休日）　　●会  場：半田市福祉文化会館（瀧上工業雁宿ホール）
※イベントについての情報は「あいち多文化共生ネット」からご確認ください。
　https://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/tabunka/

県民文化局社会活動推進課 多文化共生推進室
電　話：052-954-6138  E-mail：tabunka@pref.aichi.lg.jp問合せ先  

※この他にも、県内各地でパネル展を開催しています。
　URL：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/panel.html

　ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども・若者のこと
です。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。
　愛知県では、ヤングケアラー及びその家族に対して適切な支援ができるよう、市町村とともに県内全域における支援体制
の整備に取り組んでいます。
　また、県のホームページでは、ヤングケアラーの実態調査結果や、子ども向け啓発パンフ
レットなど、県の取組を詳しく紹介しています。是非、ご覧ください！

ヤングケアラーについて

【担　当】福祉局児童家庭課子ども未来応援グループ
【連絡先】052-954-7468（ダイヤルイン）
【ＵＲＬ】https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/aichiyoungcarer.html
　　　　 「愛知県 ヤングケアラーについて」で検索

里親制度は社会がみんなで子どもたちを見守り、育てていく、子どもたちのための制度です。
愛知県では、保護者の病気や離婚、虐待など様々な事情により、自分の家庭で生活できない子どもたちを

必要な期間、温かい家庭的な雰囲気の中で養育していただく方々を募集しています。

　里親制度、今後の体験発表会等の予定（延期・中止の案内を含む）の詳細は、愛知県児童相談センター子ども相談
Webページを御覧ください。お電話での問い合わせは、お住まいの市町村を管轄している児童相談センターもしくは
児童相談所相談専用ダイヤル「０１２０-１８９-７８３」までご連絡ください。お近くの児童相談センターへ繋がります。

※里親サポーター：里親制度の普及啓発や里親を応援してくださる方（2019 年度事業開始）

あたたかい家庭を必要としている子どもたちがいます。 ～里親になりませんか？～

日にち 場　所 各会場のスケジュール
11月26日（水）

■2025年度 里親養育体験発表会及びサポーター養成講座の予定（11月から翌年3月までの開催を掲載）

海部総合庁舎  別館大会議室（津島市西柳原1-14）

東三河総合庁舎  大会議室（豊橋市八町通５丁目4）

  ２月12日（木） 春日井市総合福祉センター  大ホール（春日井市浅山町１丁目２番地61号）

  3月16日（月） 西三河総合庁舎  大会議室（岡崎市明大寺本町1-4）

12月  7日（日） 大府市役所  多目的ホール（大府市中央町5丁目70番地）

  １月29日（木）

午前10時30分～正午　里親養育体験発表会
午後１時～２時　　　  里親交流会
午後２時～３時　　　  研修
※里親サポーターへ登録するためには、交流会と研修
　への参加が必要です。
※3月16日（月）はサポーター養成講座はありません。
※申込先は愛知県児童相談センター子ども相談WEB
　ページを御覧ください。（事前申込制）

～身近な人、大切な人を自死で亡くされた方にわたしたちができること～
　身近な人、大切な人を自死で亡くされた方は、深い悲しみや寂しさだけでなく、自責感、怒り、無力感などの
様々な感情の変化が起こると言われています。
　さらに、周りの人が安易に自死の理由を決めつけることや、「どうしてこんなことに」「なぜ防げなかったの？」
などの言葉かけによって、傷つくことがあります。そういった心情に配慮し、「苦しく大変な思いをされたんだ」という気持ち
で寄り添うことが大切です。

　あなたの周りに、身近な人、大切な人を自死で亡くされ、つらい思いや困りごとを抱えている方がいらっしゃいましたら、
安心して胸の内を話し、困りごとを相談できる場所があることをお伝えください。

身近な人、大切な人を自死で亡くした方を対象とした主な相談窓口

一方的な考えや
意見を押し付けない

安易な励ましや詮索はせず
想いを受け止める

孤立しないよう
寄り添い見守る

遺族同士で思いを語り合う集いを開催しています

E-mail　cocoroibasyo@yahoo.co.jp
ホームページ　https://cocoroibasyo.org/

～こころの居場所～AICHI自死遺族支援室 《奇数月に開催》

問い合わせはメール info@griefplaza-tomoni.com にて対応

※家族ではないけれども大切な人を亡くした方の会です。
E-mail　the.dearest1@gmail.com
ホームページ　http://dearest.heya.jp/

Dearest （ディアレスト） 《奇数月に開催》

ＦＡＸ　050-3588-8097
E-mail　remember_nagoya@yahoo.co.jp
ホームページ　https://remember-nagoya.org/

リメンバー名古屋自死遺族の会 《偶数月に開催》

（名古屋市を除く愛知県内にお住まいの方）
●第３木曜日／14：00～15：30　●連絡先／052-962-5377
（予約は平日9：00～12：00、13：00～16：30）

愛知県精神保健福祉センター （面接相談・予約制）

●第2・第4火曜日／21：30～翌1：00　●LINE ID  @700tgyoc
※ラインの通話機能をつかった電話相談です。

NPO法人 グリーフプラザともに （LINE電話相談）

（名古屋市内にお住まいの方）
●連絡先／052-483-2095
　（予約は平日8：45～17：15）

名古屋市精神保健福祉センターここらぼ （面接相談・予約制）

11月25日～12月１日は「犯罪被害者週間」です

犯罪被害者等支援パネル展

愛知県犯罪被害者等支援条例

　愛知県では、2022年４月１日に「愛知県犯罪被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害者やその御家
族、御遺族への支援の取組を進めています。
　犯罪被害者等を支え、誰もが安全に安心して暮らすことができる社会を実現するため、犯罪被害者
等が置かれている状況や、支援の必要性について理解を深めていただきますようお願いします。

　「犯罪被害者等の権利利益の保護、受けた被害の回復又は軽減及び生活の再建を図ること」、「犯罪被害者等を支え、
誰もが安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与すること」を目的に、基本理念を定め、県、県民、事業者及
び民間支援団体の責務を明らかにし、犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定めています。
※条例の詳しい内容については、防災安全局県民安全課Webページをご覧ください。
　URL：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/victim-support.html

　犯罪被害者の遺影や御遺族の思い等が掲げられた「NPO法人犯罪被害当事者ネットワーク緒あしす」と「TAV 
交通死被害者の会」のパネルを展示します。

■場  所：なごや人権啓発センター ソレイユプラザなごや　　■期  間：2025年11月5日（水）～11月27日（木）
※「NPO法人 犯罪被害当事者ネットワーク緒あしす」と「TAV 交通死被害者の会」のパネル

愛知県では、国籍などのちがいにかかわらず、すべての県民の皆様が、ともに安心して暮らし活躍で
きる「多文化共生社会」をめざしています。そこで、毎年11月を「あいち多文化共生月間」と定め、多文
化共生に関する理解の促進や、日本人県民と外国人県民との交流の推進に向けて、情報発信やイベン
ト開催などを集中的に行います。
市町村・ＮＰＯ団体等の県内各地で開催されるイベントに是非ともご参加いただき、一緒に「多文化
共生」について考えてみませんか。
※多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、
　地域社会の構成員として共に生きていくこと

11月は「あいち多文化共生月間」です！

日程など詳細は
こちらまで➡

犯罪被害者等支援
シンボルマーク

「ギュっとちゃん」

■多文化共生フォーラムあいち2025

※新型コロナウイルス感染症の影響により、方法を変更して
　実施または中止となる場合があります。
　各団体のHPにてご確認ください。

北朝鮮による人権侵害問題に対する認識を深めましょう
12月10日から16日までは「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。
拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとす
る北朝鮮による人権侵害問題への対処は国際社会を挙げて取り組むべき
ものです。
このことについての関心と認識を深めることが求められています。

※ポスターの図柄は2024年度のものです。


